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▼ 総合オンブズパーソン制度の苦情申し立て内容と結果（要約）
苦情申し立て内容
【　】内は担当

結果（オンブズパーソンによる 調
査、意見、勧告など）

市長への手紙に対する対応について
① 書面での回答がない。担当者が異
動したが引き継がれているのか
② 市長への手紙は市長に届いている
のか

【企画部・生涯学習部】

① 後任に引き継がれてはいたが、
失念により回答がなされていな
かったため、回答までの進行管
理、業務の流れの改善が必要で
あるとの意見を述べた
② 届いていることを確認した

納税相談時の納税課職員からの威迫
行為について　【市民部】

威迫行為は認められなかった

自宅に隣接する計画放棄された市道
を利用する人の騒音などへの対応に
ついて　【都市整備部】

市の対応に問題は認められなかっ
たが、夏季の夜間は見回りをする
などの検討が望まれる

課税課・納税課職員の対応について
① 市税還付手続きをしたいのに、職
員の誤りで口座振替の手続きが
され、市税が引き落とされた
② これにより、口座の残高が不足し
年金掛け金の前納ができず、割り
引きの適用が受けられなかった
ため、補償して欲しい

【市民部】

① 課税課と納税課が関連する業務
は、適切な分担について確認す
るよう意見を述べた
② 補償の可能性について迅速に検
討するよう意見を述べた

市・都民税の誤りに伴う介護保険料
の訂正時期などについて
① 当初賦

ふ
課時に訂正を反映してほし

い
② その後、訂正されたが、特別徴収
（年金からの天引き）が普通徴収と
なった。また、納期ごとの介護保
険料額が著しく不均衡になった

【保健福祉部】

① 年金からの特別徴収は、日本年
金機構へデータを提供する必要
があるため、すぐに反映できな
い
② 年金事業を所管する厚生労働省
の事務規定などに基づき運用さ
れているため、市独自で対応す
ることができない

生活福祉課職員の対応について
① 窓口で職員の対応を録画しようと
したところ、退去させられたのは、
職権乱用にあたる
② 書類の提出を促す指示書は脅迫行
為にあたる
③職員に適格性がない
【保健福祉部】

① 職権乱用行為には該当しない
② 必要な申請の提出要請であり、
正当なものである
③ 適格性を欠く点は認められな
かった

小学校の学校教育活動支援者の報償
と支援について　【学校教育部】
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②調査、
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　 制度改善
の提言
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④調査結果の通知
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オンブズパーソン

＊市の機関
＊ 市と協定を結んだ
公共的団体、民間
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